
【寄稿1】  

ドイツの標準賃料蓑Mうetspうegel  

藤井 俊∴．  

一 はじめに   

我が国では、平成三年の「借地借家法」改正に際して賃料紛争の迅速■簡易な解決のた  

めに、賃料の改定手続を非訟化するか、あるいは調停前置とするか等が議論され、最終的  

には、調停前置主義が採用されることになったのである（民事調停法24条の2、24条の  

3）。しかし、このような改正がなされても、なお聞くところによると、賃料紛争は、容  

易に解決し得ない、やっかいな紛争であるようである。近時のいわゆる「定期借家権」諭  

において賃料増減の約定の自由化が主張される背景には、賃料紛争の解決が容易でないこ  

とも一つの理由であろう。   

ドイツでは、筆者が既に紹介しているように、1982年の住居賃貸借法の改正によって、  

賃料の増減請求が標準賃料表を引用することによって簡易に行うことができるようになっ  

ている（1）。平成3年の借地借家法改正の議論の中でも、この制度に似た制度の導入が検  

討されているが、我が国ではその作成費用負担や個別事例への適用に困難が伴うとして、  

消極的意見が強かった（2）。しかし、調停前置によって賃料紛争が迅速に解決されるよう  

になったとは思われず、現在なお検討すべき余地があると考える。  

ニ ドイツにおける賃料改定システム   

ドイツでは、住居貸借権の存続保護は民法典BGBで規定されているのに対して、賃料  

について賃料額規制法Gesetz zur Regelung der Miethohe（以F、MHGと略す。）によっ  

て規制されている（3）。その賃料改定システムは基本的に比準賃料方式Ⅵrgleichsmietsyste  

mをとっている。この制度の概要は、次のようである。   

1．増額請求の方式   

まず、賃料額規制法2条は、賃貸人が地域に通常の比準賃料die ortsubliche Vergleichsm  

ieteに現行賃料を適合させることについて、賃借人に同意を書面によって請求することが  

できると規定する（MHG2条）。すなわち、増額請求について書面方式を要求しているの  

である。   

2．増額請求の要件   

賃料の増額請求の要件は、次の3つの要件を満たしていなければならない。①賃料が1  

年以上変更されいないこと。（診増額請求額が、当該市町村または比準可能な市町村に存す  

る比準可能な種類、規模、設備、状態及び立地にある住居の最近4年間において合意また  

は変更された通常の賃料を超えないこと。③賃料額は、3年前の賃料の30％を超えては  

ならない。ただし、1981年1月1日前に完成した住居については、賃料増額請求の意思  

表示が1998年9月1日前に賃借人に到達する場合には、20％を超えてはならない（賃料  

増額限度Kappl111gSgre11Ze）（MHG2条1項1～3号）。賃料の増額限度の割合を1981年1   
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月1日以後の完成したものとそれ以前のものとを区別するのは、住宅建築投資家の投資意  

欲を削がないためであると説明される（4）。   

3．増額請求の根拠付け   

先に、増額請求の意思表示は書面方式を要するとしたが、増額の根拠付けも同様に書面  

方式を要する。そして、この増額請求を根拠付ける方法として次の3つの方法が挙げてい  

る。   

その卦〟∨′・が、市町村Gemeindeまたは賃貸人と賃借人の代表者が協働して作成した地域  

において通常の賃料の一覧表、いわゆる「標準賃料表」を引用することである。   

第二は、公的任命され、もしくは宣誓した鑑定士によって作成された理由の付された鑑  

定を援用する方法である。この方法は、実務においては、標準賃料表がなく、比準すべき  

住居を示すことができない賃貸人にとって重要な役割を果たしているようである（5）。   

第三の方法は、賃貸人が3戸の比準可能な住居の賃料を示して賃料増額請求を根拠付け  

るものである。   

三 標準賃料表の内容   

1．標準賃料表の定義   

改めて標準賃料表を定義すると、次のようになる。標準賃料表とは、市町村における最  

近3年間において比準可能な種類、規模、設備、状況及び立地にある住居につき合意され、  

または変更された通常の賃料の一覧表であって、市町村または賃貸人と賃借人の利益代表  

者が協働して作成、もしくは承認したものである。   

2．標準賃料法の作成者   

標準賃料表の作成者として、賃料額規制法では、市町村または賃貸人及び貸借人の利益  

代表者を予定している（MHG2条2項2文）。さらに、市町村に関しては訓示規定  

Sollvorschriftを置いて、市町村がまず標準賃料表を作成すべきことを期待している。すな  

わち、標準賃料表に対する講要が存在し、かつ、市町村にとって負担可能な費用を支出す  

ることによってその作成が可能である場合には、市町村は、標準賃料表を作成すべきもの  

とされるのである（MHG2条5項1文）。また、賃貸人と賃借人の利益代表者が協働して  

作成することもできる。さらに、賃貸人、貸借人のどちらか一方の団体の利益代表者によ  

って標準賃料表が作成され、他方の団体がこれを承認する場合には、それでも標準賃料表  

として弓卜用することができる。この場合に、市町村の承認は要件とされない。他方におい  

て、一方的に作成された標準賃料表を他方の団体が承認しない場合でも、市町村が承認し  

た場合には、有効と解されている（6）。   

3．標準賃料表の只体的内容   

さて、これから標準賃料表の具体的内容を紹介することにする。ここで取り上げる標準  

賃料表は、筆者が1996～1997年のドイツ・ポツダム大学に留学中に居住していたベルリ  

ンで入手した1996年3月27目付の「1996年度ベルリン標準賃料表‖Berliner Mietspige1  

1996‖」（Amtsblattfur Berlin，46・JahrgallgNr・24）であるo   

ベルリン標準賃料表は、ベルリンの公報の形で公刊され、街中の書店で容易に入手でき   
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るものである。値段は、14．70マルク（DM）であった。   

この標準賃料表は、ドイツ賃借人連盟ベルリン州支部登録のベルリン賃借人協会、ベル  

リン賃借人組合、ベルリン家屋・土地所有者協会連盟、自由住宅企業連盟ベルリン・ブラ  

ンデンブルク州支部、ベルリン賃借人保護同盟、ベルリン・ブランデンブルク住宅企業連  

盟及び建築・居住・交通官庁が協働して作成したものである。   

a．ベルリン標準賃料表における賃料概念   

この賃料表における賃料とは、いわゆる「冷たい賃料Kaltmiete」、すなわち暖房費を  

含まない賃料である（7）。暖房費を含む賃料は「暖かい賃料Warmmiele」といわれる。冷た  

い賃料について、1汀f当たりの月額を示すのである。   

b．住居立地条件の段階付け   

ベルリン標準賃料表では、立地条件を単純、中間、良好の3つのクラスに段階付けてい  

る。  

・単純住居立地条件EillfacheWohnLage：圧倒的に閉鎖的建築方式（建物が敷地の境界  

に接して建てられる建築方式で、従って隣地の建物と密着しており、道路に沿って閉ざさ  

れた前面が生じることとなる。）で、著しい居住者密集建築方式が存する地域であって、  

空地、敷地が殆ど存せず、臭気その他の要因による影響を被る都市内部地域。または、交  

通事情、インフラ整備及びが買い物事情が悪いのが標準的状態である圧倒的に開放的建築  

方式（建物が敷地境界線と間隔をもって建てられる建築方式である。従って、建物相互は  

密着せず、一定の間隔が保たれる。）が存する地域  

・中間住居立地条件MiltlereWoh11lage：圧倒的に閉鎖的建築方式で、著しい居住者密集  

建築方式が存する地域であって、空地、敷地が殆ど存しない地域。または、緑化されてお  

り、平均的な交通事情とインフラ整備がなされている開放的建築方式が存する地域。  

。良好住居立地条件GuleW）hlllage：圧倒的に閉鎖的建築方式が存し、空地、敷地が存  

する地域であって、平均以上に良好な交通事情、インフラ整備、買い物事情が良好ないし  

非常に良好と評価される地域。圧倒的に開放的建築方式が存する地域であって、高度に緑  

化され、住環境が手入れされており、静穏な居住環境にあり、交通事情、インフラ整備が  

より良好である地域。（4階建て以下の）開放式建築方式が存する地域で、住環境が極め  

て良好に緑化、手入れされている地域。   

以上のように区分された地域をそれぞれ、緑（単純住居立地条件）、壱（中間住居立地  

条件）及び赤（良好居住立地条件）に色分けして地図に落としている。   

c．ベルリン標準賃料表の構成   

先にも述べたように、標準賃料表は、種類、規模、設備、状況及び立地条件の比準可能  

な住居の比準賃料を示すことである。この賃料表には、通常の賃料として、地域において  

通常の賃料の形成のために収集されたそれぞれの住居のタイプごとの賃料の3分の2の最  

高額と最低額を含まれている。   

①種類という意味では複数家族用家屋Mehrfami1ienhaus（3戸以上の住居Wohllungの存   
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する建物）における全ての賃貸住居が考慮される。   

②規模の確定のために、平方メートルの床面積が信頼できる基準として選択された。   

③住居の設備は、次の3つの段階に区分される。  

。集中暖房及び浴室はないが、トイレ付住居  

。集中暖房はないが、浴室及びトイレ付住居または浴室はないが、集中暖房及びトイレ  

付住居  

．集中暖房、浴室及びトイレ付住居   

ベルリンにも、極稀に、集中暖房も浴室もなく、住居内にトイレを備えない住居がある  

そうである。しかし、木賃料表では、これを特別に段階付けることは不可能であるとして、  

地域に通常の賃料の確認を可能にするために、山一律にこれを捨象されている。   

しかし、これらの設備の質も問題となる。そこで次のようなメルクマールが立てられて  

いる。  

・浴室とは、住居内の入浴用の空間と理解されている。すなわち、浴槽またはシャワー  

及び風呂用ボイラーまたは瞬間湯沸かし器の設備された空間である。温水の供給が集中方  

式の設備（または遠隔温水供給）によるものでもよい。  

・集中暖房とは、暖気及びエネルギーの生産が一つの中心的場所で行われる暖房方式全  

てをいう。   

④本賃料表における住居の状況とは、年数（入居可能・建築年数）によって説明する。   

旧築住居A抽atlWOhllullg（1949年12月31日までに入居可能となった住居）の賃料につ  

いては、1918年12月31日までに入居可能となった住居とその後1949年12月31日まで  

に入居可能となった住居で区別される。また新建築住居Neubauwohllullgは、1950年～195  

5年、1956年～1964年、1965年～1972年、1973年～1983年並びに1984年～1994年にそ  

れぞれの問に入居可能となった住居と区分される。   

以上のような基準を用いて、次のような標準賃料表が作成されるのである。   
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d．ベルリン標準賃料表の適用方法   

賃料の変更を求める者は、．自己の賃貸住居が上の標準賃料表のどのメルクマール（規模、  

設備、住居立地条件及び入居可能年）に該当するかを確認することによって、その住居に  

ための地域において通常の比準賃料を調査することができる。ただし、自己の賃貸住居の  

住居立地条件が分からない場合には、別添されている「1996年度ベルリン標準賃料表街  

路索引Strasenverzeichllis」によって確認することができる。周知のように、ドイツの住所  

は街路の名前と家屋番号〔番地〕HatlSllummerによって表示されるから、この街路索引に  

よって容易に自己の住居の住居立地条件を確認することができるのである。   

この索引では、次のようなメルクマ…ルが表示されている。  

Aacheller Strase  K gut  WI  

Aarauer Strase OO2 004  Gmittel ST   

上の行は、ヴイルマードルフ区アーヘン通りが、K（K＝Komplette Strase，この街路に  

ある建物全体が1つの建物のカテゴリーに属する。）であって、住居立地条件は、良好で  

あることを示す。   

下の行は、シュテークリッツ区アーラウ通りの2，4番地に存する住居は、G（G＝  

Gerade HatlSllummer，家屋番号で建物のカテゴリーが異なる）であって、住居立地条件は、  

中間にあることを示している。   

また、標準賃料表では、住居の築後年数や規模、立地条件、設備などが多様であること  

を考慮して、賃料のスパンも設けられている。   

例えば、上の表でみると、1918年までに入居可能となった住居で、住居面積40ポ以下、  

集中暖房、浴室無し、住居内トイレが有る住居については、中間比準賃料として、1汀子当  

たり6．32DMが示されているが、その下の小さな数字で賃料スパンの最低額が5．41DM、  

最高額が7．54DMであると表示されている。すなわち、この場合の賃料スパンは、5．41～  

7．54DMの間であることが示されているのである。   

e．特別のメルクマール   

さらに、賃料形成の学術調査によると、住居の質に影響を与えるより詳細なメルクマー  

ルが確認され、それが賃料にも影響を与えるとされている。これの調査を受けて、次のよ  

うな特別メルクマールが設定されている。  

特別メルクマール   

械毯敷きの床   

寄せ木細工の床   

近代的システムキッチン（台所戸棚、4   

個ロコンロ、シンク、タイル張り壁・床）   

小売業及び（又は）中小自営業（飲食店、   

診療所、その他自由業者、中小企業、手工  

＋2．10DM  

＋0．89DM  

＋0．45DM   
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業等）地域における居住建物  

個別車庫（有料）  

1階部分の住居  

＋0．44DM   

＋0．40DM   

－0．29DM  

このの賃料表に従って、1汀ぎ当たりの賃料を該当するメルクマール毎に加算したり、  

控除したりするのである。   

f．旧築建物に特有の追加的メルクマール  

1949年までに入居可能となった旧築建物については、上記eで述べた特別メルクマー  

ル以外に、更に追加的メルクマールが示されている。すなわち、これらの旧築建物は、築  

後年数の経過するとともに改築・大修繕などの建築的変更が加えられ、それぞれの住居の  

質が大きく異なってくるからである。   

ここで上げられるメルクマールは、「浴室・トイレ」、「台所」、「居間・寝室」、  

「居住設備・居住環境」、である。追加的メルクマールは、居住価値減額メルクマールと  

居住価値増額メルクマールとを対比させて、次のようなチェックリストが作成されている。   

追加的メルクマール：チェックリスト  

居住価値減額メルクマール（－）  

メルクマールグループ1：浴室・トイレ   

居住価値増額メルクマール（＋）  

洗面台無し   

板張り床の浴室   

暖房無し   

温水設備無し   

換気装置無し   

住居外トイレを賃借人以外の   

者も利用  

メルクマールグループ2：台所   

調理不可能  

□ 浴槽、追加されたシャワー  

ロ 洗面台2個  

□ 浴室と分離されたトイレ  

ロ タイル張りの壁  

口 作り付け浴槽  

□  

［コ  

［コ  

ロ  

［］  

□ 洗濯機  

［コ システムキッチン  

ロ 特別の設備（例えば、冷蔵庫、   

食器洗浄機、オーブン付4個ロコン  

［］  

洗い場又は流し台無し  □  

ロ）   

温水設備無し   

換気装置無し   

暖房無し  

ロ・タイル張り床又はテラゾー張り床  

□ 作業領域内のタイル張り壁  

口 洗濯機  

メルクマールグループ3：居間・寝室   

簡単な窓  口   

利用不能なバルコニー  ロ   

劣悪な採光又は日照  □  

□ 絶縁ガラスの窓  

口 費用のかかった壁や天井の上塗り  

（化粧漆喰、化粧板張り）  

□ 広々としたバルコニー、ロッジア、   
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居間の納戸又は地下室無し  □   

ひどい裂けめ有り  □   

地下又は半地下にある居間  ロ  

メルクマールグループ4：居住設備・居住環境   

騒酋（営業）による妨害  口   

臭気（営業）による妨害  口   

建物の劣悪な修繕状態  □  

テラス、サンルーム  

ロ 良好な採光又は日照  

□ 床暖房  

□ 立派な玄関部。階段室（鏡、大理石、   

高級な照明、高価な塗装）  

口 共同衛星放送アンテナ又はケーブル接  

続  

口 電力供給の強化  

ロ インターホン  

ロ 極めて良好な断熱  

ロ エレベーター  

ロ メゾネット住宅  

□ 別荘風複数家族用家屋  

口 道路の側の特に静穏な立地条件   

階段室の改築の著しい必要性 □  

不十分な断熱  □  

道拍又は鉄道の側にあり著し □  

い騒音被害を被る住居立地条件  

この追加的メルマールは、それぞれメルクマールグループ毎に、中間価格を基準として  

賃料スパンの範囲内で積極的あるいは消極的に約25％だけ影響を与える。すなわち、例  

えば、「浴室・トイレ」メルクマールグループで、チェックすると、プラスのメルクマー  

ルの方が多かった場合には、中間比準賃料と賃料スパンの最高額の差額の25％が加算さ  

れる。これに対して、マイナスのメルクマールの方が多い場合には、中間比準賃料と賃料  

スパンの最低額との差額の25％が控除されることになる。他のメルクマールグループに  

ついても同様の計算がなされるのである。そして、全てのメルクマールグループでプラス  

のメルクマールが多くチェックされた場合には、地域において通常の比準賃料は、賃料ス  

パンの最高額であるということになる。逆の場合には、賃料スパンの最低額となるのであ  

る。   

本標準賃料表では、次のような追加的メルクマールのチェックによる計算方法が例とし  

て記載されている。   

すなわち、例えば、追加的メルクマールをチェックして、次のような結果が得られたと  

すると、  

浴室・トイレ設備  

台所設備  

居間・寝室の設備  

居住設備・居住環境  

％
 
％
 
％
 
％
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＋ 50％  

当該住居が、1919～1949年の間に入居可能となった住居で、集中暖房、浴室及び住居   
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内トイレがあり、居住面積55汀デ、住属立地条件良好（標準賃表のF5）とする。この場  

合には、中間比準賃料は8．99DMであり、賃料スパン最低額が8．02DMであり、最高額が  

9．99DMである。すなわち、中間比準賃料と賃料スパン最低額の差額は、O．97DM（＝8．99  

DM－8．02DM）であり、最高額との差額は、1．00DM（＝9．99DM－8．99DM）となる。本例  

の場合には、追加的メルクマールを計算した結果、＋50％であったから、最高額との差額  

1．00DMに50％を乗じて、0．50DM（＝1．00DMX50％）の数値が得られる。従って、この  

住居の地域において通常の比準賃料は、1Ⅰポ当たり9．49DMということになるのである。   

凹 むすびに代えて   

本稿では、ドイツにおける賃料増額請求において酒用されている標準賃料表を紹介し、  

我が国におけるその導入の可能性を計ろうとしたものであるが、紹介を終えての感想は、  

我が国に導入するには、多くの困難を伴うであろうということである。   

まず、これは既に指摘されていることであるが、その作成の主体を誰にするか、また作  

成費用を誰に負担させるか、という問題が生じる。また、このような標準賃料表を作成す  

るためには、市町村などの公共団体や不動産鑑定士以外に、ドイツにおけると同様に賃貸  

人の利益代表者と賃借人の利益代表者の共同作業が必要である。その方策も検討されなけ  

ればならないであろう。この際にまた参考にされるべきは、ドイツでは、賃貸人団体と賃  

借人団体が意見交換をする場が、学会のかたちで確保されていることである。それは、  

「ドイツ福音教会住宅企業」が主催する「当事者との対話Partllerim Gesprach」である。  

この学会は、学者、判事、弁護士だけではなく、賃貸人団体、賃借人団体の代表者も集ま  

って、借家及び住居所有権に関する問題を検討する学会であり、毎年4月にドイツの有名  

な保養地ベルヒテスガーデンで借家問題を検討する集会が開催される。我が国でも、賃料  

表導入のためにこのようなどちらの利益にも偏しない学会が組織され、両者の意見交換が  

活発に行われることが必要であろう。標準賃料表の実現のためには、先ず、賃貸人と賃借  

人の協働が必要であるから。   

次に、ドイツの建物と我が国の建物を比較すると、我が国の建物は多種雑多であって、  

建物の個性が強く、ドイツに比して、建物を類型化することに極めて困難を伴うことであ  

る。これも、標準賃料表の導入を不動産鑑定士に話をした際に指摘された問題であった。  

この問題は、我が国のまちづくり、都市の整備とも大きく関わる問題であろう。   

また、標準賃料表を作成するに際してそのデータをどのように収集するかも、なお困難  

な問題であろう。   

しかし、それでも、賃料の紛争の簡易・迅速な解決の必要性は、借地借家法の改正があ  

ったにも拘わらず、強いといえるであろう。従って、なお標準賃料表の導入を検討する余  

地はあり、それは我が国の都市の整備が進むとともにより導入しやすくなるのではないか、  

と考えるのである。   

なお、ドイツでも標準賃料表についても住居賃貸借法の改正の中で検討されているが、  

本稿の当初の予定ではこれも紹介しようと考えていたが（本誌前号では、そのように筆者  

は予告したが）（8）、標準賃料表の紹介で紙数が尽きてしまった。重要な改正であるので、   
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なるべく早いうちに紹介したいと考えている。読者には、お詫び申し上げる次第である。  
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